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「ふるさと北竜未来プラン」とは…？

● 計画の役割

北竜町民みんなのまちづくりの共通目標です。

北竜町を経営していくための総合指針です。

広域合併を視野に入れた北竜町の主張です。

● 計画の構成と期間

基本構想
構成−本町の目指す将来像と、その実現に向けた基本目標や

施策等を示したものです。

期間−平成21年度から平成30年度までの10年間とします。

基本計画

構成−基本構想に基づき、今後推進する主要な施策や具体的
な数値による成果指標等を示したもので、成果指標に
より、計画の評価・公表・改善を行います。

期間−社会・経済情勢の変化に対応できるよう、前期と後期
にわけて策定します。

　　　（前期基本計画：平成21年度〜平成25年度）　　　　後期基本計画：平成26年度〜平成30年度

実施計画
構成−基本計画に基づき、具体的に実施する事業の内容や財

源等を示したもので、別途策定します。

期間−向こう３年間の計画とし、毎年度見直しを行います。

● 計画の特徴

町民の視点に立った、わかりやすく親しみやすい計画

行財政改革と連動した、効率的な経営に向けた計画

特性・資源を生かす、明るく前向きなまちづくり計画

北竜町の課題と将来像

● 北竜町発展への主要課題は…？

課題
１

基幹産業である農業とひまわりを核とした観光を柱に、各産業が連携・
融合した北竜型の産業構造の確立

課題
２

急速に進む少子高齢化に対応した、総合的な保健・医療・福祉体制、子
育て支援体制の整備

課題
３

環境保全と定住促進に向けた、雄大で美しい自然と共生する快適・安全・
安心な居住環境づくり

課題
４

町の一体的・持続的発展を見据えた、道路・交通・情報ネットワークな
ど便利で安全な生活基盤づくり

課題
５

次代を担う子どもたちの育成と地域活性化に向けた、教育・文化環境の
充実

課題
６

厳しい財政状況下で町を経営していくための行財政改革の推進と協働体
制の確立、広域合併への取り組みの検討

● 北竜町の将来像は…？

本町の特性や置かれた状況に基づき、今後の発展に向けた課題を整理すると、次のとおりです。

　今後の課題から、まちづくりの象徴となるキーワードを導き出し、計画の柱として、以

下のような将来像を定めました。

緑の大地とひまわり輝く
私のふるさと・北竜町

＜キーワード１＞

「農業とひまわり」

＜キーワード３＞

「共生と協働」
＜キーワード２＞

「健康と環境」

「ふるさと北竜未来プラン」とは…？ 北竜町の課題と将来像



将来像の実現と新たなまちづくりの
基本目標（分野ごとの目標）と施策項目（基本目標の下に展開する施策の項目）
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将来像

基本目標１

活力と交流に
満ちた

ふるさと北竜

基本目標２

健やかでやさしい
ふるさと北竜

基本目標３

美しく快適・安全な
ふるさと北竜

基本目標４

生活基盤の整った
ふるさと北竜

基本目標５

明るく元気な人を
育む

ふるさと北竜

基本目標６

みんなでつくる
ふるさと北竜

■農業の振興
■観光の振興
■商工業の振興
■林業の振興
■消費者対策の充実

基　本　目　標 施　策　項　目

■健康づくり・医療体制の充実
■高齢者支援の充実
■障がい者支援の充実
■子育て支援の充実
■地域福祉の充実
■社会保障の充実

■環境の保全と創造
■水道・下水道の整備
■廃棄物処理等環境衛生の充実
■公園・緑地の整備
■消防・防災の充実
■防犯・交通安全の充実

■土地の有効利用
■住宅施策・定住促進施策の推進
■道路・交通網の充実
■情報化の推進

■学校教育の充実
■生涯学習社会の形成
■スポーツの振興
■文化芸術の振興
■青少年の健全育成

■男女共同参画社会の形成と
　人権の尊重
■コミュニティの再生と創造　
■協働のまちづくりの推進
■計画的な自治体経営の推進

重　点　施　策
　将来像を実現するためには、前頁に示した６つの基本目標と30の施策項目ごとの施策を総
合的に推進していくことが基本となりますが、ここでは、限られた経営資源を有効に活用する
視点、選択と集中の視点に立ち、本町の新たなまちづくりにおいて特に重点的に取り組む施策
を抽出し、「重点施策」として位置づけました。
　基本目標別に重点施策を示すと、次のとおりです。

活力と交流に満ちた
ふるさと北竜

●農地や用排水施設等の農業生産基盤の充実
●担い手及び新規就農者の育成・確保
●農産物の生産性・品質の向上、ブランド化の促進
●新作目・新品種の導入や加工体制の充実による特産品
の開発

●有機・減農薬栽培等による環境保全型農業の促進
●農産物直売体制の充実等による地産地消の促進
●体験・観光農業等による都市と農村との交流の促進
●ひまわりの里及び周辺エリアの整備充実やひまわり
まつりの充実など観光・交流資源の充実

●新たな観光・交流資源の掘り起こし
●観光ＰＲ活動の強化
●町民のホスピタリティの向上
●商工会との連携による近代的・魅力的な商業活動の促進
●内発的な工業開発など新産業開発等の促進

重
点
施
策

基本目標 1 健やかでやさしい
ふるさと北竜

●健康増進計画に基づく地域ぐるみの健康づくり活動
の促進

●特定健康診査等実施計画等に基づく健康診査・指導
等の充実

●母子保健の充実
●町立診療所・歯科診療所の充実、救急医療体制の充
実による地域医療体制の充実

●特別養護老人ホームの整備充実、グループホームの
確保など高齢者関連施設の充実

●高齢者の健康・生きがいづくりや生活支援に関する
高齢者保健福祉施策の推進

●子育て支援センターの充実や子育て家庭への経済的
支援、児童虐待の防止などの家庭の子育てへの支援

●保育サービスの充実や学童保育の充実など仕事と子
育ての両立に向けた環境整備

●身近な地域を単位とした福祉ネットワークの形成に
よる支え合う地域づくり

●バリアフリー、ユニバーサル・デザインのまちづくり

重
点
施
策

基本目標 2

美しく快適・安全な
ふるさと北竜

●地球温暖化防止施策の推進
●太陽光発電やバイオマスエネルギーの導入支援など
新エネルギー施策の推進

●町民の主体的な環境保全活動の促進
●浄化槽の適正管理と設置促進
●ごみの減量化に向けた３Ｒ運動の促進
●全町的な緑化運動、花づくり運動の展開
●消防団の活性化
●深川地区消防組合による常備消防・救急体制の充実
●地域防災計画等の指針に基づく総合的な防災体制の
確立

●町民の防犯意識の高揚と防犯活動の促進

重
点
施
策

基本目標 3
生活基盤の整った
ふるさと北竜

●住宅マスタープラン及び公営住宅ストック総合活用
計画に基づく公営住宅等の整備

●やわら団地第２期分譲地の造成・販売
●若者や後継者等の定住促進のための支援施策の検
討・推進

●国道 233 号・275 号、主要道道増毛稲田線をはじ
めとする国・道道の整備促進

●町道及び橋梁の整備・維持管理の推進
●バス路線の維持
●高速・大容量の情報通信基盤の整備・確保
●多様な分野における情報サービスの提供

重
点
施
策

基本目標 4

明るく元気な人を育む
ふるさと北竜

●地域資源を生かした特色ある教育の推進をはじめと
する生きる力の育成を重視した教育活動の推進

●教職員の資質の向上
●学校施設・設備の整備充実
●総合的な子どもの安全対策の推進
●社会教育施設の整備充実・有効活用
●ひまわりボランクの充実等による生涯学習指導者の
確保

●ニュースポーツなど多様なスポーツ活動の普及促進
●活動成果の発表・展示機会や鑑賞機会など文化芸術
にふれる機会の充実

●青少年の体験・交流活動等の促進

重
点
施
策

基本目標 5 みんなでつくる
ふるさと北竜

●審議会への女性の登用など政策・方針決定過程への
男女共同参画の促進

●コミュニティ活動の充実に向けた町内会組織の再編

●広報誌やホームページ等を活用した広報・広聴活動
の充実

●各種行政計画の策定等への参画・協働の促進

●公共施設の整備・管理等への参画・協働の促進

●将来を担う人材・団体の育成

●行財政改革大綱に基づく行財政改革の推進

●広域合併への取り組みの検討

重
点
施
策

基本目標 6

重　点　施　策将来像の実現と新たなまちづくりの
基本目標（分野ごとの目標）と施策項目（基本目標の下に展開する施策の項目）



■ 農 業 の 振 興 ■

■農業生産基盤の充実
■担い手及び新規就農者の育成・確保
■農産物の生産性・品質の向上、ブランド化の
促進
■特産品の開発
■環境保全型農業の促進
■地産地消の促進
■都市と農村との交流の促進
■有害鳥獣対策の強化

■ 観 光 の 振 興 ■

■観光振興体制の充実
■観光・交流資源の充実
■新たな観光・交流資源の掘り起こし
■広域観光体制の充実
■観光ＰＲ活動の強化
■町民のホスピタリティの向上

■ 商 工 業 の 振 興 ■

■商工会の育成
■近代的・魅力的な商業活動の促進
■工業・建設業の活性化の促進
■新産業開発等の促進

■ 林 業 の 振 興 ■

■林道・作業路の整備
■合理的な森林整備体制の確立
■計画的な森林整備の促進

■ 消 費 者 対 策 の 充 実 ■

■消費者教育・啓発等の推進
■消費生活相談の充実

活力と交流に満ちたふるさと北竜
■健康づくり・医療体制の充実■

■健康づくり推進体制の整備
■地域ぐるみの健康づくり活動の促進
■健康診査・指導等の充実
■母子保健の充実
■精神保健の充実
■地域医療体制の充実

■ 高 齢 者 支 援 の 充 実 ■

■高齢者支援推進体制の充実
■高齢者関連施設の充実
■高齢者保健福祉施策の推進
■地域支援事業の推進
■予防給付・介護給付の実施

■ 障 が い 者 支 援 の 充 実 ■

■障がい者支援推進体制の充実
■障がい者に対する理解の促進
■生活支援の充実
■保健・医療サービスの充実
■生活環境の整備
■雇用・就労の促進
■自立支援給付と地域生活支援事業の推進

■ 子 育 て 支 援 の 充 実 ■

■子育て支援に関する指針の見直し
■家庭の子育てへの支援
■仕事と子育ての両立に向けた環境整備
■教育環境の整備
■安全・安心な環境づくり

■ 地 域 福 祉 の 充 実 ■

■福祉サービスを利用しやすい環境づくり
■福祉サービス・担い手の充実
■支え合う地域づくり
■バリアフリー、ユニバーサル・デザインの
まちづくり

■ 社 会 保 障 の 充 実 ■

■国民健康保険事業の健全化
■後期高齢者医療制度の適正な運営
■国民年金制度の周知徹底
■低所得者福祉の推進

健やかでやさしいふるさと北竜

■ 環 境 の 保 全 と 創 造 ■

■自然環境・景観の保全
■地球温暖化防止施策の推進
■新エネルギー施策の推進
■町民の主体的な環境保全活動の促進
■公害防止対策の推進
■ごみの不法投棄対策の推進

■ 水 道・下 水 道 の 整 備 ■

■北空知広域水道企業団による給水体制の整備
■農業集落排水施設の適正管理と加入促進
■浄化槽の適正管理と設置促進

■廃棄物処理等環境衛生の充実■

■ごみ処理・リサイクル体制の充実
■３Ｒ運動の促進
■し尿処理体制の充実
■墓地の適正管理
■火葬場の適正管理

■ 公 園・緑 地 の 整 備 ■

■公園・緑地の整備充実
■公園・緑地の維持管理体制の充実
■全町的な緑化運動、花づくり運動の展開

■ 消 防・防 災 の 充 実 ■

■消防団の活性化
■常備消防・救急体制の充実
■消防水利の整備
■火災予防の徹底
■応急手当の普及啓発
■総合的な防災体制の確立
■治山・治水対策の促進
■武力攻撃等緊急事態対策の推進

■ 防 犯・ 交 通 安 全 の 充 実 ■

■防犯意識の高揚と防犯活動の促進
■犯罪の起こりにくい環境づくり
■交通安全意識の高揚と交通安全運動の促進
■交通安全施設の整備促進

■ 土 地 の 有 効 利 用 ■

■土地利用に関する指針の策定と調整
■適正な土地利用の促進
■土地情報の整備・利活用

■住宅施策・定住促進施策の推進■

■公営住宅等の整備
■一般住宅の耐震診断・改修の支援
■空き家・空き地情報の提供
■やわら団地第２期分譲地の造成・販売
■定住促進のための支援施策の検討・推進

■ 道 路・交 通 網 の 充 実 ■

■高規格幹線道路の整備促進
■国・道道の整備促進
■町道及び橋梁の整備・維持管理の推進
■除排雪等の充実
■バス路線の維持
■バスの利用促進

■ 情 報 化 の 推 進 ■

■情報通信基盤の整備・確保
■行政の情報化の推進
■多様な分野における情報サービスの提供
■情報化の環境づくり

美しく快適・安全なふるさと北竜 生活基盤の整ったふるさと北竜基本計画の項目基本計画の項目
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■ 学 校 教 育 の 充 実 ■

■生きる力の育成を重視した教育活動の推進
■教職員の資質の向上
■学校施設・設備の整備充実
■開かれた、信頼される学校づくり
■総合的な子どもの安全対策の推進

■ 生 涯 学 習 社 会 の 形 成 ■

■学習ニーズの調査・把握
■社会教育施設の整備充実・有効活用
■生涯学習指導者の確保
■生涯学習情報の提供
■生涯の各期に応じた社会教育事業の推進
■読書活動の促進

■ ス ポ ー ツ の 振 興 ■

■スポーツ施設の整備充実
■スポーツ団体、指導者の育成
■多様なスポーツ活動の普及促進

■ 文 化 芸 術 の 振 興 ■

■文化芸術団体、指導者の育成
■文化芸術にふれる機会の充実
■文化財の保存・活用

■ 青 少 年 の 健 全 育 成 ■

■青少年健全育成体制の充実
■非行防止活動等の促進
■家庭・地域の教育力の向上
■青少年の体験・交流活動等の促進
■青少年団体の育成

■男女共同参画社会の形成と人権の尊重■

■男女共同参画に関する意識改革の推進
■政策・方針決定過程への男女共同参画の促進
■仕事と家庭の両立支援
■人権教育・啓発の推進
■人権相談の推進

■ コ ミ ュ ニ テ ィ の 再 生 と 創 造 ■

■コミュニティ意識の高揚
■町内会組織の再編
■コミュニティ施設の維持管理

■ 協 働 の ま ち づ く り の 推 進 ■

■広報・広聴活動の充実
■情報公開の推進
■各種行政計画の策定等への参画・協働の促進
■公共施設の整備・管理等への参画・協働の促進
■将来を担う人材・団体の育成

■ 計 画 的 な 自 治 体 経 営 の 推 進 ■

■行財政改革に関する指針の見直し
■行財政改革の推進
■広域行政の推進
■広域合併への取り組みの検討

明るく元気な人を育むふるさと北竜 みんなでつくるふるさと北竜
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